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広報もとみや　平成19年4月

軽
自
動
車
税
の
納
期
限
は

５
月
１
日
で
す

　

平
成
19
年
度
の
軽
自
動
車
税

は
、
最
寄
り
の
金
融
機
関
で
、
５

月
１
日
（
火
）
ま
で
に
納
税
さ
れ

ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
旧
本
宮
町
地
区
の
方

は
、
昨
年
ま
で
５
月
末
日
納
期

だ
っ
た
も
の
が
、
合
併
に
よ
り
４

月
末
日
納
期
（
19
年
度
は
５
月
１

日
）
に
変
更
と
な
り
ま
し
た
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
納
税
窓
口

　
　

時
間
延
長
の
お
知
ら
せ
】

　

本
宮
市
役
所
（
本
庁
）
で
は
、

毎
週
月
曜
日
（
祝
日
を
除
く
）
は
、

午
後
７
時
ま
で
窓
口
延
長
し
て
い

ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課　

市
民
税
係

　
　
　
　
　
（
☎
内
線
１
６
５
）

軽
自
動
車
税
の

減
免
申
請
を
受
付
ま
す

　

身
体
ま
た
は
精
神
に
障
が
い
を

持
つ
方
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
に

係
る
軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請
を

受
け
付
け
ま
す
。

　

減
免
の
対
象
と
な
る
の
は
、
障

が
い
を
持
つ
方
本
人
が
所
有
す
る

軽
自
動
車
な
ど
で
す
。

◆
申
請
期
限

　

４
月
24
日
（
火
）
ま
で

　

旧
本
宮
町
地
区
の
方
は
、
納
期

が
４
月
末
日
（
19
年
度
は
５
月
１

日
）
に
変
更
と
な
っ
た
こ
と
に
よ

り
、
申
請
期
限
も
変
わ
り
ま
し
た

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◆
必
要
書
類

・
軽
自
動
車
税
の
納
付
書

・
印
鑑　

・
免
許
証

・
身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者

手
帳
、
療
育
手
帳
ま
た
は
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

◆
申
請
先
・
問
い
合
わ
せ
先

・
税
務
課　

市
民
税
係

　
　
　
　
　
（
☎
内
線
１
６
５
）

・
白
沢
総
合
支
所　

地
域
振
興
課

　
　
　
　
（
☎
４
４―

２
１
１
１
）

・
白
岩
出
張
所（
☎
４
４―

２
２
１
１
）

認
知
症
介
護
家
族
会

「
な
ご
み
会
」

　
「
な
ご
み
会
」
は
、
認
知
症
の
方

を
介
護
し
て
い
る
家
族
の
会
で
す
。

　

認
知
症
介
護
の
大
変
さ
は
直
面

し
て
初
め
て
分
か
る
も
の
で
あ

り
、
介
護
す
る
家
族
に
は
、
戸
惑

い
や
混
乱
、
介
護
疲
れ
が
起
こ
り

ま
す
。

　
「
な
ご
み
会
」
で
は
、
認
知
症

介
護
に
つ
い
て
の
相
談
や
、
悩
み

を
話
し
合
い
交
流
を
図
る
こ
と
を

目
的
に
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

左
記
の
と
お
り
月
１
回
の
定
例

会
を
開
い
て
い
ま
す
の
で
、
関
心

の
あ
る
方
は
事
前
に
連
絡
の
上
ぜ

ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

◆
日
時

　

毎
月
第
２
月
曜
日

　
（
祝
日
の
場
合
は
次
の
日
）

◆
時
間

　

午
後
１
時
30
分
～
午
後
４
時

◆
場
所

　

中
央
公
民
館　

第
３
研
修
室

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

本
宮
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
（
市
役
所
内
）

　
　
　
　
　
（
☎
内
線
１
１
７
）

㈲
浜
野
和
水
道（
３
３
―
２
７
８
８
）

　

本
宮
市
本
宮
字
塩
田
49
番
地
２

　
㈲
本

宮

設

備（
３
３
―
２
５
９
２
）

　

本
宮
市
本
宮
字
南
町
裡
１
４
４
番
地
１

　
㈲
タ
カ
ト
ク
設
備（
３
３
―
２
１
８
３
）

　

本
宮
市
本
宮
字
南
町
裡
１
０
９
番
地

　
オ

オ

ナ

ミ

㈱（
３
３
―
１
０
０
１
）

　

本
宮
市
高
木
字
戸
崎
63
番
地
３

　
㈲
佐

藤

商

会（
３
３
―
５
８
７
５
）

　

本
宮
市
仁
井
田
字
富
士
内
１
番
地
１

　
㈲
光
設
工
業
所（
３
３
―
１
８
９
５
）

　

本
宮
市
青
田
字
孫
市
２
番
地
25

　
㈲
キ
ン
グ
設
備
工
業（
３
３
―
１
２
４
８
）

　

本
宮
市
青
田
字
戸
ノ
内
１
２
２
番
地
11

　
㈱
タ

カ

マ

ツ（
３
３
―
５
２
４
２
）

　

本
宮
市
本
宮
字
一
ツ
屋
12
番
地
７

　
㈱
大
敬
工
業
所（
４
８
―
３
２
５
３
）

　

大
玉
村
玉
井
字
中
森
３
番
地

　
㈱
小

山

設

備（
３
３
―
３
０
３
１
）

　

本
宮
市
本
宮
字
仲
町
39
番
地

　
㈲
須
藤
住
機
工
業（
３
４
―
５
５
２
８
）

　

本
宮
市
本
宮
字
小
幡
33
番
地
１

本宮市水道工事指定店会

（有）
市

前納報奨金が廃止されます
　これまで、旧白沢村では、住民税（村
県民税普通徴収）および固定資産税に
ついて、第１期の納期限までに一括納
付された場合は、納付額に応じて前納
報奨金を交付していましたが、この制
度は平成19年度から廃止されます。
　ただし、前納報奨金制度が廃止され
ても、納付書または口座振替による一
括納付は、今までどおり行うことがで
きます。
　また、口座振替による一括納付（全
期）を期別毎の納付に変更する場合は、
金融機関への届出が必要になります。
　詳しくは、税務課収納係へお問い合
わせください。
◆問い合わせ先
　税務課　収納係（☎内線161）
　白沢総合支所　地域振興課（☎内線513）

家庭児童相談室を設置しました
　本宮市福祉事務所（本宮市役所内）に４月１日か
ら「家庭児童相談室」が設置されました。
　専任の家庭児童相談員が、次のような相談を受け
付けます。どうぞご利用ください。
○子どものしつけや生活習慣についての相談
○保育所、幼稚園、学校等での集団生活や不登校に

ついての相談
○子どもの発育や心身の機能上の障害についての相談
○児童の虐待や家庭内暴力についての相談
◆相 談 日　毎週火曜日・木曜日（祝日は除く。）
◆受付時間　午前９時～午後４時
◆場　　所　家庭児童相談室（市役所　保健福祉課内）
◆相談方法　電話または来所相談
　　　　　　※来所相談の場合は、事前予約が必要です。
◆申し込み・問い合わせ先
　保健福祉課　社会福祉係　☎33－1111（内線131）


